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政
令
第

号

下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
十

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
及
び
凝
集
剤
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の
に

第
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
の
表
中

を

限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法

ろ

」

「

循
環
式
硝
化
脱
窒
型
膜
分
離
活
性
汚
泥
法
（
凝
集
剤
を
添
加
し
て
処
理
す
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
及
び
凝
集
剤
を
添
加

に
、
「
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
及

し
て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法

ろ

」

び
凝
集
剤
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
」
を
「
循
環
式
硝
化
脱
窒
型
膜
分

ろ

離
活
性
汚
泥
法
（
凝
集
剤
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
及
び
凝
集
剤
を
添
加
し

て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
」
に
、
「
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
を
添
加
し
て

ろ
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処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
循
環
式
硝
化
脱
窒
法
（
有
機
物
及
び
」
を
「
循
環
式
硝
化

ろ

脱
窒
型
膜
分
離
活
性
汚
泥
法
（
凝
集
剤
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
を
添
加
し

て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
循
環
式
硝
化
脱
窒
法
（
有
機
物
及
び
」
に
、
「
嫌
気
無

ろ

酸
素
好
気
法
（
有
機
物
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
循
環
式
硝
化
脱
窒
法

ろ

（
有
機
物
を
」
を
「
循
環
式
硝
化
脱
窒
型
膜
分
離
活
性
汚
泥
法
、
嫌
気
無
酸
素
好
気
法
（
有
機
物
を
添
加
し
て
処
理
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
急
速
濾
過
法
を
併
用
す
る
方
法
又
は
循
環
式
硝
化
脱
窒
法
（
有
機
物
を
」
に
改
め
る
。

ろ

第
九
条
の
四
第
一
項
第
十
五
号
中
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 3 -

理

由

計
画
放
流
水
質
の
区
分
に
応
じ
て
下
水
を
処
理
す
る
方
法
に
、
循
環
式
硝
化
脱
窒
型
膜
分
離
活
性
汚
泥
法
を
追
加
す
る
と
と

も
に
、
特
定
事
業
場
か
ら
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
に
排
除
さ
れ
る
下
水
に
含
ま
れ
る
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に

係
る
排
水
基
準
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


